関市介護サービス相談員募集要項

関市では、相談員が介護サービスの提供の場を訪問し、利用者や家族の疑問や不満、不安の解消及び介護サービスの質的向上を図ることを目的とする、介護サービス相談員派遣事業を実施しています。利用者の気軽な相談相手として話を伺い、利用者と事業者をつなぐ橋渡し役として活動していただく介護サービス相談員を募集します。

１．申込み資格　※すべてを満たす必要があります。
（１）高齢福祉事業や福祉ボランティア活動に対して意欲と理解がある方
（２）利用者や家族の視点、目線で傾聴ができる方
（３）介護サービス事業所の役員又は従業員でない方
（４）市内各施設へ自ら訪問出来る方
（５）関市が指定する介護サービス相談員養成研修を受講できる方
（６）過去に介護関係の実務経験のある方若しくは地域での福祉活動（民生委員等）の経験のある方

２．募集人数　 若干名

３．事業内容 　関市内の介護保険施設等を訪問して介護保険サービス利用者等の相談業務を行います。(月2回程度)
また、定期的に連絡会に出席し、活動状況、相談内容等の報告を行います。（月１回程度）
４．申込み
（１）受付期間　令和７年１２月１日（月）から令和７年１２月２２日（月）
（２）受付場所　関市役所　高齢福祉課　介護保険係
持参又は郵送（当日消印有効）
〒５０１‐３８９４ 関市若草通３丁目１番地
電話０５７５‐２３‐７７３０
（３）提出書類　関市介護サービス相談員申込書（関市所定様式）

５．その他
（１）関市介護サービス相談員申込書は高齢福祉課窓口にお越しいただくか、
市のホームページよりダウンロードして入手してください。
URL【https://www.city.seki.lg.jp/0000021123.html】
（２）書類審査及び面談（１月上旬予定）により選考し、登録の可否を決定します。
（３）選考後、委嘱された方は必要な研修を受講し、関市介護サービス相談員として活動します。
（４）介護サービス相談員には報酬として、訪問相談１日につき６，５００円（交通費含む）を支払います。
